
平成 25 年 3 月 31 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 大阪市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

 全部委託   ・  一部委託  ・  委託なし  

委託先名：大阪市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人活動に対する後方支援機関マニュアルの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、平成 18年より市民後見人の養成及び活動支援に積極的に取り組

んでおり、これまで多くの市民後見人が選任され、市民後見人から寄せられ

た相談に対し活動の助言を行っている。 

こうした相談や助言について、行政や成年後見支援センター等の支援機関が

どのような点に注意して市民後見人の活動を支援すべきか、内容を整理し報

告書としてまとめ、支援方法についてマニュアル化を図る。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

内容検討、編集会議を随時開催 

 

「市民後見人活動支援のための手引き」を平成 25年 3月に作成 

 

備      考 

 

 

 

別添 


